
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自動車用ドアミラーのキャリングアームを、車体に対して旋回動作させるための軸受け
構造であって、
　前記軸受け構造は、前記車体に取り付けられる固定部材と前記キャリングアームとの間
に設けられており、
　前記キャリングアームは、前記軸受け構造に加えられる駆動力に応じて、前記固定部材
に対して旋回軸周りに旋回し、
　前記軸受け構造は、前記駆動力として前記軸受け構造に外部から供給されるトルクを、
前記旋回動作に変換する伝達機構を内蔵し、
　前記伝達機構は、
　　前記軸受け構造の旋回軸上に設けられて前記トルクを伝達するとともに、軸方向への
少なくとも一部領域に雄ネジが切られたシャフトと、
　　前記シャフトの雄ネジと係合し、前記シャフトが回転するとともに前記シャフトの軸
方向に直線的に、前記固定部材に対して相対的に移動する随伴部材と、
　　前記固定部材に対して回転可能な部材であって、少なくとも１つの制御曲線を有し、
前記随伴部材が貫通することにより、前記随伴部材が前記シャフトに沿って移動する直線
運動を自身の回転運動に変換する制御部材と、
を備え、
　前記制御部材と前記キャリングアームとは、前記制御部材の回転運動を前記キャリング
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アームに伝達するために互いに接続されており、
　

　前記制御部材は、下端が開口するとともに上端が閉じたシェル形状の部材であり、
　前記制御部材の閉じた側の端部には、前記シャフトの一端と前記伝達プレートとの間を
回転可能に保持する回転軸受けが設けられており、
　前記制御部材の開いた側の端部は、前記シャフトが貫通する位置決めディスクによって
塞がれており、
　前記制御部材は、前記回転軸受けと前記位置決めディスクとによって両側から圧力を受
ける部材であることを特徴とする、軸受け構造。
【請求項２】
　請求項１記載の軸受け構造であって、
　前記旋回運動が、所定の角度範囲に制限されている、軸受け構造。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の軸受け構造であって、
　前記加える駆動力を反転させると、前記キャリングアームの旋回方向も反転する、軸受
け構造。
【請求項４】
　請求項１ないし請求項３のいずれかに記載の軸受け構造であって、
　前記駆動力が、電動モータによって供給される、軸受け構造。
【請求項５】
　請求項１ないし請求項 のいずれかに記載の軸受け構造であって、
　前記随伴部材は、前記キャリングアームに対して相対移動可能に設けられた部材であり
、
　前記制御部材は、前記キャリングアームに取り付けられて該キャリングアームとともに
回転する部材であり、
　前記制御部材が前記固定部材に対して回転することによって、前記キャリングアームが
該固定部材に対して回転運動する、軸受け構造。
【請求項６】
　請求項１ないし請求項 のいずれかに記載の軸受け構造であって、
　前記シャフトと前記制御部材とは、前記固定部材に設けられた軸受け室内に、互いに同
軸 に収容されている、軸受け構造。
【請求項７】
　請求項 記載の軸受け構造であって、
　前記随伴部材は、
　　前記シャフトの雄ネジ部と係合する雌ネジが設けられた中央片と、
　　前記随伴部材の位置決めのために設けられ、前記軸受け室に形成されたガイド溝に嵌
め込まれる少なくとも１つの突出梁と、
を備えている、軸受け構造。
【請求項８】
　請求項 に記載の軸受け構造であって、
　前記中央片の外周に設けられ、前記軸受け室の対応するガイド溝にそれぞれ嵌め込まれ
る２つの突出梁を備える、軸受け構造。
【請求項９】
　請求項 または請求項 に記載の軸受け構造であって、
　前記ガイド溝の少なくとも一方は、前記旋回軸に平行に設けられている、軸受け構造。
【請求項１０】
　 のいずれかに記載の軸受け構造であって、
　前記制御部材の外周には、前記随伴部材の前記突出梁が貫通する２つの制御曲線が設け
られている、軸受け構造。
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【請求項１１】
　 のいずれかに記載の軸受け構造であって、
　前記ガイド溝の少なくとも一方は、前記軸受け室内に螺旋状に設けられており、
　前記制御部材の前記制御曲線は、前記旋回軸に平行に直線上に設けられている、軸受け
構造。
【請求項１２】
　請求項 ないし請求項 のいずれかに記載の軸受け構造であって、
　前記伝達プレートは、前記制御部材および前記キャリングアームとネジによって係合し
ている、軸受け構造。
【請求項１３】
　請求項 ないし請求項 のいずれかに記載の軸受け構造であって、
　前記制御部材は、前記固定部材に設けられた前記軸受け室の内周面のうち、縦方向およ
び円周方向の少なくとも一部領域によってガイドされる、軸受け構造。
【請求項１４】
　請求項１ないし請求項 のいずれかに記載の軸受け構造であって、
　前記シャフトを、前記回転軸受けから離れた側の端部でガイドするための軸受けが設け
られている、軸受け構造。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、自動車の車体に取り付けられた固定部材に設けられて、ドアミラーのキャリン
グアームを旋回可能に軸受けするための構造に関する。
【０００２】
【従来の技術】
自動車のドアミラーのキャリングアームを、自動車の車体に取り付けられた固定部材に対
して旋回するように設計することは、かなりの長い間に渡って習慣的になされてきた。な
ぜなら、特定の状況下においては、車体から外側に広がった通常の位置にあるキャリング
アームを、ドアミラーとともに折りたたむもしくは回転させて、すぐ横の車体の表面と基
本的に平行な位置に持ってくる必要があるためである。これは、例えば、洗浄装置に入れ
る場合または特に狭い通路を通る場合など、広がったミラーが端の障害物と衝突する可能
性がある状況において必要とされる。さらには、キャリングアームが固定部材に対して旋
回できるようにすることによって、ミラーが障害物に衝突した際にキャリングアームを倒
れされることによって、ドアミラーが損傷されないようにすることができる。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
ドアミラーが障害物に衝突したとき、キャリングアームは、何らかの自動的なかたちで旋
回する。それ以外にも、例えば狭い路地を通る前または洗浄装置に入る前などに、意図的
にまたは随意的にドアミラーを旋回させることが、常に可能である。これまでは、折りた
たまれた位置まで運転手が手動でドアミラーを旋回させる必要があった。一般に規定され
ているように、助手席側にもドアミラーが搭載されている場合は、運転手は、この助手席
側のミラーを車体に対して旋回させるためだけに自動車から降りざるをえない。
【０００４】
自動車が緊急車両であったりトラックまたはバスであったりすると、ドアミラーは非常に
高い位置に搭載されていることが多いので、補助手段なしには地面から角度調整を行うこ
とができない。
【０００５】
したがって、本発明は、自動車のドアミラーのキャリングアームを自動車の車体に取り付
けられた固定部材に対して旋回可能に軸受けするための装置を作成することを目的として
いる。このような装置は、さらに、上述した不都合を排除し、特に、車体に取り付けられ
た固定部材に対してキャリングアームを手動で旋回させる必要を排除することを目的とし
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ている。
【０００６】
【課題を解決するための手段およびその作用・効果】
上記目的を達成するため、本発明は、自動車のドアミラーのキャリングアームを、自動車
の車体に取り付けられた固定部材に対して旋回可能にピボット軸受けするための装置であ
って、ピボット軸受けは、固定部材とキャリングアームとのあいだに装着され、ピボット
軸受けの回転軸を中心とした、車体に取り付けられた固定部材に対するキャリングアーム
の旋回運動は、ピボット軸受けと係合した補助駆動によって達成される構造を、請求項１
にしたがって提供する。
【０００７】
ピボット軸受けとして作用するこの補助駆動を使用すれば、車体に取り付けられた固定部
材に対してキャリングアームを手動で旋回させる必要がなくなる。したがって、自動車の
運転手は、例えばボタンに触れるなどによって補助駆動を作動させることによって、キャ
リングアームを固定部材に対して旋回させることができる。したがって、運転手は、例え
ば助手席側のドアミラーを旋回運動させるためにわざわざ自動車から降りる必要はない。
また、本発明の上記目的は、触れることが難しいドアミラーを容易に旋回させることをも
可能にする。
【０００８】
例えば、外部から供給されるトルクを、補助駆動によって作動させ、それを、軸受け室の
中に設けられた伝達機構の中で旋回運動に変換する。好ましい一実施形態にしたがうと、
トルクは、電動モータに代表されるモータによって容易に生成することができる。ピボッ
ト軸受けの中に設けられた伝達機構は、トルクを旋回運動に変換する。伝達機構がピボッ
ト軸受けの中に設けられているので、本発明による装置は、全体的にコンパクトで小型で
ある。さらには、伝達機構を、もし必要であれば補助動力として機能するモータとともに
使用することによって、特定の固有抵抗を、ピボット軸受けに供給することができる。こ
のように、キャリングアームおよびドアミラーは、自動車の車体に取り付けられた固定部
材に対して所定の位置に、安全に保持される。したがって、ミラーを走行中に受ける風に
抵抗させ、振動しない状態で保持することができる。
【０００９】
ドアミラーが静止した障害物に衝突すると、衝撃がこの固有抵抗を上回るので、他の補助
手段を設けなくても、ミラーをそのまま倒れさせることができる。
【００１０】
旋回運動は、その角範囲に限界を設けると好都合である。こうすると、キャリングアーム
の２つの端位置を固定部材に設けることができる。一方の端位置はミラーが完全に広がっ
た状態の位置であり、もう一方の端位置はミラーが完全に折りたたまれた状態の位置を表
す。
【００１１】
ミラーを「内向き」だけでなく「外向き」にも旋回できるようにするため、旋回運動は、
補助駆動の回転を変化させることによって逆転可能であることが好ましい。
【００１２】
好ましい具体的な一実施形態において、伝達機構は、ａ）軸受け室の回転軸と同一直線上
にあるシャフトであって、その軸方向の長さの少なくとも一部分に及ぶ雄ネジを備え、こ
の雄ネジ部分によってトルク変換を行うシャフトと、ｂ）シャフトの雄ネジとネジ係合し
ている随伴部材であって、車体に取り付けられた固定部材の近くに設けられ、シャフトの
回転時にシャフトの縦軸に沿って直線移動する随伴部材と、ｃ）車体に取り付けられた固
定部材の反対側に、回転可能なかたちで装着された制御部材であって、随伴部材によって
置き換え可能な制御曲線を少なくとも有することによって、シャフトに沿った随伴部材の
直線運動を制御部材の回転運動に変換する制御部材と、ｄ）制御部材とミラーのキャリン
グアームとの接続であって、制御部材の回転運動をキャリングアームに伝達するための接
続と、を備える。
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【００１３】
以下で行う本発明による実施形態の説明において、この設計すなわちこの構成から得られ
る利点を詳細に説明する。
【００１４】
制御部材とキャリングアームとの接続は、回転可能なかたちで制御部材に接続された伝達
部材によって達成されることが好ましい。これから得られる利点に関しては、以下でより
詳細に説明する。
【００１５】
別の実施形態にしたがうと、キャリングアームの一部として随伴部材を構成し、キャリン
グアームに回転可能なかたちで制御部材を装着することによって、制御部材の回転運動を
、制御部材と車体に取り付けられた固定部材との接続によって固定部材に伝達し、それと
ともに、車体に取り付けられた固定部材に対してキャリングアームを旋回させる。上述し
た実施形態とは逆に、この実施形態または構成は、多かれ少なかれ回転運動を生じること
によって、同様な効果および利点を達成する。
【００１６】
シャフトと制御部材とは、車体に取り付けられた固定部材に一体に設計された軸受け室の
中に、互いに同軸状に設けられることが好ましい。同軸状に設ければ、第１に設計を最適
化し、第２に移動の軌跡を最小限とすることができる。
【００１７】
有利な一実施形態において、随伴部材は、シャフトの雄ネジを収容する雌ネジが設けられ
た中央片を有し、この中央片は、軸受け室のガイド溝に嵌め込むことによって随伴部材を
位置決めする少なくとも１つの突出梁を有する。中央片は、ネジ穴を形成するのに充分な
材料を有するように設計することができる。中央片からの少なくとも１つの突出梁は、軸
受け室の側面に形成されたガイド溝に嵌め込まれるので、シャフトの雄ネジを随伴部材の
ネジ穴に通し、それとともに随伴部材を変位させる際に、随伴部材を軸受け室に対して正
確に誘導できることが保証される。
【００１８】
随伴部材の中央片は、２つの突出梁を使用できると好都合である。これらの突出梁は、円
周方向に距離にして１８０度だけ離れていることが好ましく、これらに対応して軸受け室
の側面に個々に設けられた２つのガイド溝に嵌め込まれる。この構成は、特に正確に且つ
容易に随伴部材を誘導することを可能にする。
【００１９】
ガイド溝は、旋回軸に平行に設けられることが好ましい。したがって、随伴部材は、軸受
け室に対して縦軸に沿って移動することができ、さらに、軸受け室に対して回転すること
もできる。
【００２０】
制御部材は、互いに１８０度だけ離れた制御曲線を有することが好ましい。これらの制御
曲線は、上述した随伴部材の２つの突出梁によって貫通される。随伴部材の直線運動が、
旋回軸に平行に設けられたガイド溝に沿って生じる場合は、この直線運動は、随伴部材の
２つの突出梁によって貫通される制御曲線によって、対応する制御部材の回転運動に変換
される。
【００２１】
これに代わる方法として、軸受け室の中に螺旋状のガイド溝を設け、制御部材の中に旋回
軸に平行な直線状の制御曲線を設けることもできる。この場合は、随伴部材が下向きに直
線移動するのにともなって、螺旋状のガイド溝による回転運動が生じ、これが、対応する
制御部材の回転運動へと伝達される。
【００２２】
制御部材は、基本的に上側が閉じて下側が開いているシェル形状であることが好ましい。
これは、第１に、製造および搭載の技術の観点から好都合であり、第２に、上側が閉じて
いると、制御部材の旋回運動をミラーのキャリングアームに伝達する伝達プレートを、こ
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の閉じた側に取り付けられるという点から好都合である。
【００２３】
上述したシェルの基本的に閉じた側は、回転軸受けである。具体的には、シャフトの端部
と伝達プレートとのあいだで機能する軸受けボールである。このようにして、シャフトの
一端ではとりわけ自由な回転運動を確保しつつ、シャフトのもう一端ではシャフトと伝達
プレートとを容易に相対運動させることができる。
【００２４】
シェルの開いた側すなわち下端側は、シャフトに貫通された位置決めディスクによって閉
じられことが好ましい。このとき、シェルは、回転軸受けと位置決めディスクとのあいだ
で圧力を受ける。この構成は、制御部材を、ひいては制御部材を構成するシェルを、遮ら
れることなく誘導できることを保証する。
【００２５】
伝達プレートは、制御部材およびキャリングアームとネジで係合されていることが好まし
く、これは、組立および維持の観点から好都合である。
【００２６】
もし、さらなる工程において、シェルの縦方向の長さの一部を、軸受け室の内壁の少なく
とも円周部分によってガイドしてやれば、シェルを、さらにあらゆる傾斜モーメントから
保護することができる。
【００２７】
さらには、車体に取り付けられた固定部材の上に軸受けを配置または作成し、そこに、回
転軸受けから遠い側にあるシャフトの一端を誘導することができる。また、こうすること
によって、シャフトに作用し得るあらゆる傾斜モーメントを捕らえることができる。
【００２８】
図面を参照にしながら以下で行う実施形態および変形形態の説明から、本発明の詳細、態
様、および利点がさらに明らかになる。
【００２９】
【発明の実施の形態】
図１ないし図１（Ｂ）中に符号２が符番された装置は、車体に取り付けられる固定部材４
と、自動車の図示しないドアミラーを取り付けるためのキャリングアーム６とを備えてい
る。ピボット軸受け８は、固定部材４とキャリングアーム６との間に設けられている。こ
うすることで、キャリングアーム６を固定部材４に対して旋回運動させることが可能にな
る。
【００３０】
ピボット軸受け８は、回転軸１０を備えており、この回転軸を中心としてキャリングアー
ム６が旋回運動を行う。
【００３１】
ピボット軸受け８の箇所には、固定部材４に軸受け室１２が設けられている。図１（Ａ）
に示した軸受け室１２は、上部が開口しているとともに、底部１４が閉じた形状となって
いる。さらに、この軸受け室の中に、回転軸１０と同軸に、シャフト１６が設けられてい
る。このシャフト１６は、対応する位置に設けられた開口部によって軸受け室の底部１４
を貫通し、移動可能に取り付けられている。シャフト１６は、基本的には２つの部分、す
なわち、軸受け室の底部１４に設けられた開口部を貫通する下部１８と、雄ネジが設けら
れたネジ部２０と、の２つの部分から構成されている。図１（Ａ）に示すように、シャフ
ト１６の下部１８は、固定軸受け２２によって固定部材４に取り付けられている。シャフ
ト１６の下部１８は、この固定軸受け２２も同様に貫通している。下部１８の自由端は、
図示しない別途設けられた駆動部に接続されている。この駆動部は、シャフト１６を回転
運動させるモータとすることができる。
【００３２】
また、軸受け室１２の中には、やはり回転軸１０と同軸に、シェル形状の制御部材２４（
図２では図示を省略）が設けられている。制御部材２４は、基本的には、閉じた上端２６
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と開いた下端２８とを有する形状となっている。下端２８は、位置決めディスク３０によ
って塞がれており、このディスクは、制御部材２４の下端２８から外れないように、止め
輪３２によって固定されている。シャフト１６の下部１８は、位置決めディスク３０をも
貫通している。
【００３３】
制御部材２４は、その下端２８の部分を、軸受け室１２の内壁の円周部分でガイドされて
いるので、どのようなモーメントがかかっても傾くことが無いように効果的に保護されて
いる。軸受け室１２に設けられた突起１２ａは、こうした目的のために設けられている。
【００３４】
図１（ａ）では、シャフト１６の雄ネジ部２０は、位置決めディスク３０の上側となる部
分に設けられている。図１（Ａ）および図３に示すように、この雄ネジ部２０は、下部１
８よりも大きな直径に形成されているので、シャフト１６は直径の大きくなっている部分
で、位置決めディスク３０の上に位置決めされる。シャフト１６は、ネジ部２０の上端に
、ボール３６を保持する凹部３４（図３参照）を備えている。図１（Ａ）に示すように、
ボール３６は、シャフト１６の凹部と、伝達プレートとしても機能するカバー３８の向か
い合う位置に形成された凹部と、のあいだに保持される。伝達プレート３８は、対応する
穿孔４０を通るネジによって、制御部材２４の上端２６に、回転可能に接続される。固定
部材４上の留め具４２は、図１（Ａ）の伝達プレート３８の回転を許容しつつ、伝達プレ
ートの浮き上がりを防止する。
【００３５】
図１（Ｂ）にさらに示すように伝達プレート３８は、ネジ４４によって、キャリングアー
ム６に、回転可能に取り付けられる。
【００３６】
シャフト１６のネジ部２０には、随伴部材４６が取り付けられている。随伴部材４６の形
状は、図２に明確に表示されている。尚、ここでは表示を明確にするために、制御部材の
表示は省略している。随伴部材４６には中央片４８が設けられており、中央片４８には、
シャフト１６の雄ネジ部分２０と結合する雌ネジ４８ａがネジ切りされている。図２に示
した実施形態では、中央片４８には、半径方向に外向きに、２本の突出梁５０ａ，５０ｂ
が設けられている。これらの突出梁５０ａ，５０ｂの外側の自由端は、軸受け室１２の円
周状の側壁に嵌め込まれる。したがって、図示した実施形態において、随伴部材４６は、
回転はできないものの滑ることは可能に、軸受け室１２にキー止めされており、延いては
、固定部材４に対しても同様な状態で取り付けられている。したがって、シャフト１６を
回転させると、ネジ部２０と随伴部材４６の雌ネジ４８ａとのネジ係合によって、随伴部
材４６は、回転軸１０に沿って直線運動することになる。随伴部材４６の移動の方向は、
シャフト１６の回転方向に応じて、上向きまたは下向きとなる。
【００３７】
図１（Ａ）および図３に最も良く示されているように、自由端がガイド溝５２ａ，５２ｂ
に嵌め込まれた２つの突出梁５０ａ，５０ｂを有する随伴部材４６は、制御部材２４の外
周に設けられた２つの制御曲線５４ａ，５４ｂの中を貫通する。制御曲線５４ａ，５４ｂ
は、一実施形態（図４参照）においては、直線状／螺旋状の形状を有する。制御部材２４
の上端２６の近くに位置する曲線５４の開始点５６は、図４にしたがうと、回転軸１０に
対して円周方向に沿って終点５８から僅かにオフセットしているので、制御曲線５４ａ，
５４ｂは、ネジ山またはヘリックスの部分に対応したコースを有する。さらに、図４には
、凹部３４をともなったシャフト１６の上側の自由端によって貫通される上側の開口部６
０が示してある。上で概説した設計を有した装置２を、本発明にしたがって機能させる動
作および方法は、以下で説明するとおりである。
【００３８】
旋回動作が始まる時点において、装置は、図１（Ａ）に示した位置にあるものと仮定する
。つまり、随伴部材４６は、ネジ部２０の上端領域において、制御部材２４の閉じた上端
２６の近くに設けられているので、突出梁５０ａ，５０ｂは、制御曲線５４ａ，５４ｂの
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それぞれの開始点に位置している。下部１８に加わる駆動トルク、例えばモータからのト
ルクは、シャフト１６を回転させる。随伴部材４６の突出梁５０ａ，５０ｂは、上述した
曲線部分を貫通し、固定部材４に設けられたガイド溝５２ａ，５２ｂにまで達しているた
めに、随伴部材４６は、回転不能な状態となっている。
【００３９】
このため、ネジ部２０と、随伴部材４６の中央片４８に切られたネジ４８ａとの働きによ
り、シャフト１６の回転とともに、図１（Ａ）に示した位置から下端２８に向かう方向、
すなわち位置決めディスク３０の方向へと、回転することなく降下する。
【００４０】
随伴部材４６が直線的に降下しようとするこの動きは、傾斜状あるいはネジ状に形成され
た制御曲線５４ａ，５４ｂに勘合している突出梁は、随伴部材４６が直線的に降下しよう
とする運動を、制御曲線に応じて制御部材２４を回転させる運動に変換する。制御部材２
４の回転運動は、穿孔４０に締めたネジによって上面すなわち伝達プレート３８に伝達さ
れ、ネジ４４によって締められたそこからの伸展によってキャリングアーム６に伝達され
る。
【００４１】
この構成では、軸受け部分２２と一体化したフランジ６２上に、キャリングアーム６の下
部が支持される。制御曲線５４ａ，５４ｂが終点５８に到達するとき、キャリングアーム
６は固定部材４に対して最大旋回位置にあり、モータは、シャフト１６の下部１８へのト
ルクの供給を停止する。
【００４２】
終点５８（および開始点５６）に到達した際のモータの停止は、例えば、リミットスイッ
チなどによって達成することができる。キャリングアーム６を、固定部材４に対して逆方
向に旋回させて開始位置に戻す場合は、シャフト１６に作用するトルクの回転方向を逆向
きにし、図１（Ａ）に示すように、図１（Ａ）の随伴部材４６を下から上へと移動させる
。この移動によって、制御曲線５４ａ，５４ｂの中を通る突出梁５０ａ，５０ｂは、対応
する制御部材２４の回転運動を再び実施する。
【００４３】
伝達プレート３８によってキャリングアーム６に作用するこの回転運動は、したがって、
キャリングアーム６を逆向きに移動させて開始位置に戻すように作用する。突出梁５０ａ
，５０ｂが制御曲線５４ａ，５４ｂの開始点５６に到達すると、図１（Ａ）に示した位置
が回復され、シャフト１６を回転させていた補助モータが停止される。
【００４４】
図５は、制御部材２４に関する図４からの変形形態を示している。図５に示した制御部材
２４’は、図１（Ａ），図３，図４に示した制御部材２４と比べて、制御曲線５４ａ’，
５４ｂ’が制御曲線５４ａ，５４ｂのような連続的なコースではなく不連続すなわち曲が
り６４を有する点で異なっている。制御曲線５４ａ’，５４ｂ’のこのコースは、固定部
材４とキャリングアーム６との旋回の手続きにおいて、明確な特徴を生じる。例えば、開
始時はゆっくりと旋回し、曲がり６４に相当する中間ゾーンでは速く旋回し、終点に達す
るときには再びゆっくりと旋回する。図５以外の他の形態を有した制御曲線も、当然なが
ら可能である。
【００４５】
本発明の枠組みのなかでは、以下で説明するように、複数の変更形態および代替形態が可
能である。
【００４６】
前述して図示した実施形態では、固定部材のガイド溝５２ａ，５２ｂは、回転軸１０に平
行に直線状に設計されている。さらに、制御曲線５４ａ，５４ｂは、図４または図５に示
した何らかの形状を有する。この構成は、全く逆にすることもできる。つまり、ガイド溝
５２ａ，５２ｂをネジ状または螺旋状に曲げ、逆に、制御部材２４の制御曲線５４ａ，５
４ｂを旋回軸に平行な直線状に設計することもできる。ネジ部２０と、随伴部材４６の中
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央片４８に設けられた雌ネジ４８ａと、のネジ係合によって、随伴部材４６が生じる下向
きまたは上向きに強制運動は、この場合は回転運動になる。これは、突出梁５０ａ，５０
ｂが、ネジ状または螺旋状であるガイド溝５２ａ，５２ｂと係合しているからである。
【００４７】
上記突出梁５０ａ，５０ｂは、制御部材２４の直線状の制御曲線５４ａ，５４ｂとも係合
するので、この回転は、制御部材２４にも伝達され、前述したように、さらに、伝達プレ
ート３８へそしてキャリングアーム６へと伝達される。図１（Ａ）の随伴部材４６が下か
ら上へと移動するときは、それに応じてキャリングアーム６の運動の方向も逆転する。
【００４８】
さらに別の一実施形態では、ガイド溝５２ａ，５２ｂおよび制御曲線５４ａ，５４ｂの両
方がネジ状もしくは螺旋状または他の形状である（図５を参照のこと）構成を、検討する
ことができる。この構成では、運動を重畳させることができ、光学上の所望の要求に沿っ
た旋回動作を得ることができる。
【００４９】
さらに、軸受け室１２をキャリングアーム６の一部として形成する場合は、上記構成を完
全に逆転させることも可能である。このとき、随伴部材４６はキャリングアーム６に関連
し、制御部材２４はキャリングアーム６とともに回転する。制御部材２４と車体ベースの
固定部材４との回転運動が、伝達プレート３８の接続に幾分か類似した接続によって伝達
されるので、キャリングアーム６は、やはり同様に上記固定部材４に対して旋回する。
【００５０】
さらに、この変形形態では、上述したガイド溝および制御曲線の変形形状を同様に利用す
ることができる。
【００５１】
さらなる可能性は、シャフト１６の下部１８に作用するものとして、モータの代わりに別
の補助駆動手段を使用することである。これは、例えば、ピストン棒が上記下部１８のレ
バーと係合された水圧シリンダまたは空気圧シリンダであって良い。さらには、例えば電
動モータの形態をとる補助駆動を、シャフトの下部１８に直接接続する必要はなく、そこ
から取り外して、可撓性のシャフトなどによって、モータの駆動シャフトとシャフト１６
の下部１８とを接続することができる。これらの可撓性シャフトは、必要に応じて駆動装
置によって回転に付すことができる。このように、運転手は、運転席を離れなくても手動
でキャリングアーム６を調整するすなわち旋回させることができる。
【００５２】
いずれの場合であっても、下部１８に設けられた補助駆動は、キャリングアーム６に留め
付けたミラーに障害物からの衝撃が加わったときに、ピボット軸受け８を中心として装置
２全体を回転させ、ミラーおよびキャリングアーム６を危険から背けることができるよう
に設計される。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による装置の断面形状および上面形状を示した説明図である。
【図２】本発明による装置を上から見た透視図である。
【図３】制御部材と、随伴部材と、シャフトとを備える構成の断面図である。
【図４】制御部材として機能するシェルの一実施形態を示した斜視図である。
【図５】制御部材として機能するシェルの一変形形態を示した斜視図である。
【符号の説明】
２…軸受け装置
４…固定部材
６…キャリングアーム
８…ピボット軸受け
１０…回転軸
１２…軸受け室
１２ａ…突起
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１４…軸受け室の底部
１６…シャフト
１８…シャフトの下部
２０…シャフトのネジ部
２２…固定軸受け
２４…制御部材
２６…制御部材の閉じた上端
２８…制御部材の開いた下端
３０…位置決めディスク
３２…止め輪
３４…凹部
３６…ボール
３８…伝達プレート
４０…穿孔
４２…留め具
４４…ネジ
４６…随伴部材
４８…中央片
４８ａ…雌ネジ
５０ａ，５０ｂ…突出梁
５２ａ，５２ｂ…ガイド溝
５４ａ，５４ｂ…制御曲線
５６…制御曲線の開始点
５８…制御曲線の終点
６０…上側の開口部
６２…フランジ
６４…曲がり
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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